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サ
ポ
ー
ト
終
了 

記
帳
、
請
求
書
等
の
作
成
、
メ
ー
ル

の
送
受
信
、
ネ
ッ
ト
検
索
な
ど
仕
事
で

パ
ソ
コ
ン
を
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
Ｏ
Ｓ
「Windows

 

10
」
の
パ

ソ
コ
ン
は
２
０
２
５
年

10
月
14
日

を
も
っ
て
、Microsoft

に
よ
る
サ
ポ

ー
ト
が
正
式
に
終
了
し
ま
し
た
。
新
し

い
「Windows

11
」
が
搭
載
さ
れ
て
い

る
パ
ソ
コ
ン
に
買
い
替
え
る
か
、
Ｏ
Ｓ

を
更
新
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
が
増
大 

最
も
危
険
な
の
が
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃

に
対
す
る
無
防
備
な
状
態
に
な
る
こ

と
で
す
。
サ
ポ
ー
ト
が
終
了
す
る
と
、 

 

自
民
・
公
明
が
連
立
解
消 

消
費
税
減
税
実
現
の
好
機
に 

１
９
９
９
年
か
ら
続
い
た
自
公
連
立

政
権
が
、
つ
い
に
破
綻
し
ま
し
た
。「
政

治
と
カ
ネ
」
の
問
題
や
物
価
高
対
策
の

無
策
へ
の
国
民
の
批
判
が
強
ま
り
、
公

明
党
が
自
民
党
の
悪
政
を
支
え
き
れ

な
く
な
っ
た
結
果
で
す
。
長
き
に
わ
た

る
自
公
政
権
は
、
大
企
業
優
遇
、
消
費

税
増
税
や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
強
行
、

社
会
保
障
費
削
減
な
ど
、
国
民
や
中
小

業
者
を
苦
し
め
る
政
策
を
重
ね
て
き

ま
し
た
。
こ
の
連
立
崩
壊
は
、
中
小
業

者
を
顧
み
な
い
自
民
党
政
治
の
行
き

詰
ま
り
が
、
国
民
の
審
判
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
政 

新
た
な
脆
弱
性
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の

欠
陥
）
が
見
つ
か
っ
て
も
、Microsoft

か
ら
そ
れ
を
修
正
す
る
た
め
の
更
新

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
パ
ッ

チ
）
が
提
供
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ウ

ィ
ル
ス
な
ど
の
悪
意
の
あ
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
る
リ
ス
ク
が
急
激
に
高
ま

り
ま
す
。
ま
た
、OS

が
古
い
ま
ま
で

は
、
新
し
く
導
入
す
る
ソ
フ
ト
や
周
辺

機
器
が
正
常
に
動
か
な
く
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。 

ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ン
も
要
注
意
！ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
せ
ず
に

使
い
続
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
ネ 

ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
隔
離
さ
れ
た
ス
タ

ン
ド
ア
ロ
ン
Ｐ
Ｃ
に
も
リ
ス
ク
は
潜 

 

局
は
流
動
化
し
て
い
ま
す
が
、
悪
政
を

続
け
た
自
民
党
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、

新
た
な
連
立
も
長
く
は
持
ち
ま
せ
ん
。

こ
の
機
会
を
「
業
者
つ
ぶ
し
の
悪
政
」

を
根
本
か
ら
転
換
さ
せ
る
好
機
と
し
、

私
た
ち
が
求
め
続
け
て
き
た
消
費
税

減
税
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
廃
止
実

現
へ
の
展
望
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。 

消
費
税
は
物
価
高
騰
が
続
く
今
、
中
小

業
者
や
低
所
得
者
層
の
生
活
を
直
撃

す
る
不
公
平
税
制
で
あ
り
、
そ
の
減

税
・
廃
止
を
求
め
る
声
は
高
ま
っ
て
い

ま
す
。
食
料
品
な
ど
の
部
分
的
な
減
税

案
で
は
、
複
雑
な
複
数
税
率
を
温
存
し

イ
ン
ボ
イ
ス
廃
止
を
遠
ざ
け
ま
す
。
景

気
回
復
と
格
差
是
正
に
は
、
消
費
税
そ

の
も
の
の
廃
止
に
向
け
た
減
税
が
必

要
で
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
免
税
事 

ん
で
い
ま
す
。
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
や
外
付

け
Ｈ
Ｄ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
の
外
部
媒
体

を
介
し
て
、
ウ
イ
ル
ス
が
侵
入
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
サ
ポ
ー
ト
が
切
れ

た
Ｏ
Ｓ
は
新
し
い
ウ
イ
ル
ス
定
義
フ

ァ
イ
ル
を
取
り
込
め
な
い
た
め
、
感
染

し
た
際
の
発
見
・
駆
除
、
復
旧
が
困
難

に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
もWindows

 

10
を
使
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
場
合

は
、
以
下
の
対
策
を
徹
底
し
て
く
だ
さ

い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
接
続
は
厳
禁

で
す
。
社
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。
外
部
の
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
な
ど
を
接

続
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

業
者
へ
の
実
質
的
な
増
税
で
あ
り
、
来

年
10
月
に
は
暫
定
的
な
軽
減
措
置
が

終
了
し
ま
す
。
税
負
担
の
押
し
付
け
合

い
に
よ
る
廃
業
・
倒
産
を
避
け
る
た
め
、

軽
減
措
置
の
継
続
と
あ
わ
せ
て
制
度

そ
の
も
の
を
廃
止
さ
せ
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。 

引
き
続
き
、
署
名
や
宣
伝
活
動
な
ど
、

消
費
税
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
廃
止
を

求
め
る
運
動
を
強
め
て
、
こ
の
情
勢
を

要
求
実
現
の
チ
ャ
ン
ス
に
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

控
除
証
明
書
が
届
き
ま
す 

10
月
中
旬
か
ら
各
種
控
除
証
明
書

（
国
民
年
金
、
生
命
保
険
、
地
震
保
険

な
ど
）
が
届
く
時
期
に
な
り
ま
す
。
来

年
2
月
の
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類

で
す
の
で
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
従
業
員
を
雇
用
し
て
源
泉
手
続

き
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
で
は
年
末

調
整
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
関
係
書
類

は
11
月
上
旬
に
届
き
次
第
、
す
ぐ
に

従
業
員
に
必
要
な
申
告
書
を
渡
し
て

控
除
証
明
書
な
ど
の
提
出
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。 

 

吹
田
民
商
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト 

吹
田
民
商
で
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

と
ラ
イ
ン
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
運
用

し
て
い
ま
す
。
活
動
な
ど
の
案
内
を
発

信
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
民
商
の
宣
伝

に
も
活
用
し
ま
す
。
ぜ
ひ
登
録
・
フ
ォ

ロ
ー
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

伝
言
板 

10
月
の
記
帳
会 

10
月
21
日
（
火
）
14
時
00
分 

10
月
23
日
（
木
）
19
時
00
分 

普
段
使
っ
て
い
る
帳
簿
や
パ
ソ
コ

ン
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要

な
方
に
は
豊
中
民
商
さ
ん
作
成
の
エ

ク
セ
ル
会
計
の
フ
ァ
イ
ル
を
提
供
し

て
い
ま
す
。 

 

入
会
対
象
者
向
け
の
相
談
会 

10
月
27
日
（
月
）
18
時
00
分 

10
月
28
日
（
火
）
13
時
30
分 

民
商
に
ま
だ
入
会
さ
れ
て
い
な
い

方
を
対
象
に
し
た
相
談
会
で
す
。
案
内

ビ
ラ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
も
宣
伝
し
ま

す
。
配
布
等
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

 

労
働
保
険
料
第
2
期
分 

自
動
引
き
落
と
し
日
は

10
月

24

日
で
す
。
保
険
料
の
通
知
は
10
月
上

旬
に
郵
送
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
口

座
残
高
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

自
主
申
告
サ
ポ
ー
タ
ー
学
校
（
19
時
） 

第
3
回 

 

10
月
15
日
（
水
） 

「
自
主
記
帳
・
自
主
計
算
活
動
と 

3
・
13
統
一
行
動
の
発
展
」 

「
各
地
の
実
践
報
告
」 

第
4
回 

 

10
月
22
日
（
水
） 

「
消
費
税
・
イ
ン
ボ
イ
ス
対
策
の
留
意

点
と
２
０
２
５
年
の
主
な
変
更
点
」 

講
師: 

税
理
士
・
関
本
郁
子
さ
ん 

第
6
回 

 

11
月
25
日
（
火
） 

「
例
題
で
学
ぶ
確
定
申
告
書
の
仕
組

み
と
税
金
＝
所
得
税
」 

講
師: 

全
商
連
税
対
部
員 

  


